
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

一部の写しの閲覧状況をお知らせします。

●住民基本台帳法第１１条及び１１条の２の規定による閲覧内容

№ 委託者 申出者の氏名 利用目的の概要 閲覧日 閲覧の係る住民の範囲

1
NHK放送協会文化研究所

世論調査部

一般社団法人中央調査社

会長　境克彦
2025年全国放送サービス接触動向調査 R7.5.21 大字小川

2
㈱野村総合研究所

コンサルティング事業本部

一般社団法人中央調査社

会長　境克彦
テレビ視聴に関する調査 R7.5.21 大字下里1151番地～

3
国土交通省観光庁

観光戦略課

㈱RJCリサーチ

代表取締役社長　倉本雄太
旅行・観光消費動向調査 R7.6.4 大字笠原、大字靱負、大字木部

4
埼玉県県民生活部

県民広聴課

㈱サーベイリサーチセンター

代表取締役社長　藤澤士朗
令和７年度埼玉県政世論調査 R7.6.16 大字大塚、大字下里

5
埼玉県

人権・男女共同参画課

㈱CCNクループ

社会環境調査事業部長　坂本憲彦
令和７年度男女共同参画に関する意識・実態調査 R7.7.29 大字青山

6
NHK放送協会文化研究所

世論調査部

㈱日本リサーチセンター

代表取締役社長　杉原領治
いのちと社会に関する意識調査 R7.9.10 大字大塚

「小川町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領」第１４条の規程に基づき、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの住民基本台帳の


